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記者レク資料

新型コロナウイルス感染症に係る

夏の感染対策について

長崎県
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５類移行
（5/8～）

※青線部分は全数報告のうち定点医療機関分を抽出して算出

感染者数（定点報告数）の推移 （R4.11～）
１

➢ 感染者数は、７月以降急速に拡大
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人 ※毎週水曜日時点の入院者数（第８波の最大入院者数は1月9日(月)の1,335人）

５類移行
（5/8～）

入院者数の推移 （R4.11～）
２

➢ 入院者数についても、感染者数の増加に伴い、７月以降増加傾向で推移
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夏の感染対策のポイント

➢ 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は５類に
移行し、感染対策は個人や事業者の判断に委ねることが
基本となりました。

➢ 一方、これから本格的な夏を迎え、旅行や帰省など人の
移動や接触の機会が増えることから、更なる感染拡大が
危惧されます。

➢ 特に高齢者や基礎疾患のある方が感染した場合、重症化
リスクも高まりますので、県民・事業者の皆様には、換気
や手洗い、場面に応じたマスクの着用など、基本的な
感染対策にご協力をお願いします。
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夏の感染対策のポイント

基本的な感染対策の継続

換気
手洗い・
手指消毒

場面に応じた
マスクの着用

➢ 受診時や医療機関・高齢者
施設などを訪問する時

➢ 通勤ラッシュ時など混雑し
た電車・バスに乗車する時

体調不良時に備えた準備

➢発熱など体調不良時に備えて、抗原検査キットや解熱剤を事前に準備しましょう。
症状が軽い場合は、解熱剤等で自宅療養も可能です。

マスクの着用が効果的な場面

➢発熱など体調不良時は、無理せず、外出を控えましょう。 やむを得ず、外出する
場合は、マスクを着用しましょう。
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ワクチン接種について

高齢者など重症化リスクの高い方は、新型コロナ
ワクチンの接種をご検討ください

初回接種（１・２回目接種）を終了した以下の方

・高齢者（65歳以上）
・基礎疾患を有する方（5歳～64歳）
・医療従事者・介護従事者等

初回接種（１・２回目接種）を終了した５歳以上の全ての方

※接種対象者や接種券等については、お住いの市町へお問い合わせください。

※５歳～１１歳で初回接種（１・２回目接種）のみを終えた方は、オミクロン株対応ワクチンが未接種で
あることから、最後の接種から３か月以上が経過している方は、上記とは別に８月まで追加接種が可能
です。



（参考）新型コロナの発症から療養の流れ

発熱等の症状がでたら
又は
検査キットによる自己検査で陽性反応がでたら

医療機関を受診

※正当な理由で患者の受入れが困難な場合は、医療機関が患者に診療可能な
医療機関を案内します。

入院

症
状
が
軽
い
場
合

自宅療養

※体調急変時は医療機関に相談 《医療費負担の考え方》
① 外来医療費⇒自己負担
② 入院医療費⇒自己負担（食事代も自己負担）
※高額療養制度の自己負担限度額から原則２万円を
減額した額を自己負担

③ ①②の治療薬⇒コロナ治療薬は公費負担

【受診に関する相談窓口】

◼ かかりつけ医に電話相談
◼ かかりつけ医がない方はお近くの医療機関に電話相談

※お近くの医療機関をお探しの方は、医療機関検索サービスサイト「ながさき
医療機関情報システム」を参考にしてください。

◆ 診療ができない医療機関
は、診療可能な医療機関
を患者に案内することに
なっています。

【県民の皆様へ】

◆ 受診前に必ずかかりつけ
医又はお近くの医療機関
に電話して受診の可否を
確認してください。

※療養期間の目安（推奨）
発症翌日から５日間かつ軽快後１日程度

※濃厚接触者は特定しない

※発症後１０日間はマスク着用を推奨

長崎県受診・相談センター

☎ ０１２０－０７１－１２６

（24時間対応）
※令和５年９月末まで開設予定
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